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ひやりはっと⓰ ご褒美にアメをもらったが、母の考えがあまかった

　学校生活以外の活動の場でも食品が提

供される可能性があるため、子どもには

不用意にもらったものを食べないよう伝

えておきましょう。同時におやつも含め

食べ物を提供する可能性のある施設の先

生にも、食物アレルギーについて説明し

理解してもらうようにしましょう。

塾の先生にも食物アレルギーの
ことを話しておきましょう。
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学校・保育所生活における配慮
　食物アレルギーで配慮が必要なのは、給食の時間だけではありません。

　日常の授業における教材や、遠足・修学旅行といった食事を伴う行事では、保護者や旅先の宿泊施設との綿密な打ち

合わせや医療事情の把握が必要です。

1.　アレルゲンには
　  できるだけ触れない
　  ようにする

　食物アレルギーのある子どもは、触

れただけで症状が出てしまうことは少

なくありません。通常は触れた皮膚や

粘膜の軽い症状でおさまりますが、で

きるだけ触れないようにする配慮は必

要でしょう。

●座席の配置（担任や保育士が管理し

やすい座席、程度が重ければ机を

少し離すなど）

●食事中はもちろん、食後もしばらく

は注意して見守ると良い

●給食当番の役割分担への配慮や後

片付け、掃除当番でアレルゲンに触

れない工夫

2.　教材や日常活動
　　での配慮

●調理実習では、アレルゲンとなる食

物を扱わないメニューを考慮する。

重症児の場合には、前の授業の調

理内容も注意を要することもある

●小麦粘土、牛乳パックを使った工作、

パン食い競走、植物栽培、豆まきな

ど

3.　学外活動・
　　地域活動

●修学旅行や林間学校での宿泊先と

の確認や地域の医療事情を事前に

把握する。重症児の場合には、搬

送先病院の選定や管轄する消防機

関と連携を取っておくのも良い

●工場見学、体験学習（そば打ち体験、

乳搾りなど）

●遠足のおやつ（友だち同士による交

換）

●学童保育、子ども会行事などで指導

員やほかの保護者の理解

4.　クラスの子ども
　　たちの理解

●心の授業や食育の授業の時間を利

用して、食物アレルギーのために食

べられないものがあることを説明す

る。保護者や患者会などが作成した

絵本や紙芝居なども利用できる

第 5 章　学校・保育所などにおける食物アレルギー対応
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　病院給食のアレルギー対応には、ほかの集団給食とは異なる以下のような特徴があります。

病院給食

1.　除去基準の設定
　上記に示した特殊性があるので、個別に細かく対応するこ

とは、物理的に困難であり、無理に対応するとかえって混乱

や誤食事故をもたらすことになりかねません。鶏卵・乳・小麦・

大豆など代表的なアレルゲンについて、あらかじめ除去の基

準を病院給食を管理する部署で設定しておくと良いでしょう。

除去の基準を設定するときは、「完全除去食」だけに絞るか、「完

全除去・部分除去」など2 段階程度の単純なレベルを設定し、

できるだけ給食対応を簡便にすることが理想的です。単純化

することで、調理の誤りや誤配膳などのリスクが減らせ、ま

た調理作業も楽になります。使用する食材料を決めておくの

もよい方法です。これらのルールを医師や看護師にも周知し

ておきます。

　また食の嗜好と食物アレルギーは分けて理解する必要があ

り、どこまで食の嗜好に応える病院給食を提供するのかも事

前に決めておく必要があり、対応するにしても食物アレルギー

とは一線を画して行います。

例）卵完全除去：鶏卵を成分に含む全ての加工食品を禁止

　　卵禁止：目に見える卵料理だけ禁止

2.　主要原因食物を用いない食材料の常備
　アレルギー用ミルクや小麦・大豆を含まない調味料や麺類、

卵を含まないマヨネーズタイプの調味料など、代表的な原因

食物の調理に利用しやすい食材料をあらかじめ常備しておき

ます。また、これらを使用した基準献立をあらかじめ作成し

ておきます。

3.　管理栄養士の役割
　家庭での食事状況の把握などは管理栄養士が主体的に行い、

具体的な対応内容について保護者に確認すると同時に、主治

医・看護師と情報を共有します。

4.　誤配膳の防止
　誤調理・誤配膳を防止するために、調理室から給食を出す

前に担当した調理師と栄養士の責任者が指差し声出し確認を

して配膳します。病棟でも、配膳前に担当看護師が献立表（可

能であれば加工食品の原材料なども記載されたもの）を基に

確認を行います。できれば、本人（保護者）と一緒に確認で

きるとよいでしょう。その際には、指差しして１人が読み上

げながらもう１人が確認するなど、確認方法の手順を決めて

おきます。

1
突然の入院や食事内容の変更に即座に対応を求められ、
短い日数で終了する。

2 1 日 3 食を提供して、完全な代替食調理が求められる。

3
健康状態の悪い時期の食事であり、日常以上に慎重な対
応が求められる。

4 多品目除去の食物アレルギー患者に対応する機会が多い。

5
給食を利用した食物経口負荷試験や患者指導という要素
を持つ場合もある。

　そのため、次のような工夫を考えましょう。



65

保健指導のポイント
第 6 章●

　健康診査や各種事業等の保健指導の場面でも、アレルギー

児の保護者に接する機会が多くなってきました。ここでは保健

師や看護師を念頭に、各種事業等におけるアレルギー児の保健

指導を考えるうえでおさえておきたいポイントを紹介します。健

康診査を通じてぜん息などのアレルギー疾患の発症や悪化を予

防していきましょう。

保健指導に携わる方へ

担当 坂本龍雄
中京大学スポーツ科学部
スポーツ健康科学科教授

独立行政法人　環境再生保全機構
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　健康診査事業の目的は、

乳幼児を対象として問診や

診療等を行い、発症防止の

ための適切な指導を行うこ

とにより、ぜん息や食物ア

レルギーなどのアレルギー

性疾患の発症を未然に防止

することにあります。ま

た、この健康診査事業にお

いては、既にアレルギー性

疾患の発症が認められるも

のの、医療機関を受診して

いない患児に医療機関での

受診を促すことにより、早

期に適切な治療、指導がと

られることが期待され、疾

病予後の改善に役立つ側面

も有しています。

初回予防健診　１歳６か月児（場合によっては３、４か月児）

健康診査事業の流れ

対象外

一次問診票によるスクリーニング

二次問診票送付対象者リストの作成

二次問診票によるスクリーニング

保健師による問診・医師による診察

リスク児／ハイリスク児の判定
要指導児／要医療児の判定

要指導児

アレルギー性疾患の家族歴調査
本人のアレルギー性疾患調査

本人のぜん鳴と咳嗽調査
住環境調査

リスク児 ハイリスク児

集団指導 個別指導

予防健診の記録・整理

要医療児 医療機関

第２回予防健診　３歳児

保健指導のポイント

健康診査事業について

ポイント
〇健康診査を通じてぜん息などのアレルギー性疾患の発症や悪化を予防します。

〇アレルギーの不安に応え、適切に食事指導を行いましょう。

〇アレルギーの不安に応え、適切に環境整備、スキンケア、予防接種の指導を行いましょう。
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ひやりはっと⓱ 紙袋に残っていた粉でぜん息発作が…

　食物アレルギー症状は、給食時間以外

でも、例えば工作（小麦粘土の使用）や

遊戯（小麦、大豆、そば、米などの食品

が入っていた布袋を十分洗わずに再利用

する）、掃除（牛乳で汚染した雑巾）な

どの時間でもアクシデントの発生があり

注意が必要です。

食品の入っていた紙袋は
使用しないようにしましょう。

○小児ぜん息は、発作時に気管や気管支の内腔が狭くなり、

呼吸困難を生じる病気です。この発作性の呼吸困難をぜ

ん息発作と呼んでいます。ぜん息発作は自然に、または

気管支拡張薬によって治りますが、ごくまれには死に至

ることがあります。

○小児ぜん息の罹患率は5～10％で、3歳までに半数以

上が発症するといわれています。

○乳幼児期にアトピー性皮膚炎や食物アレルギーがあった

り、両親にぜん息やアトピー性皮膚炎があると小児ぜん

息になりやすいといわれています。しかし、これらの要

因がある場合でも、ぜん息の発症率を増加させることは

あっても、全員が小児ぜん息になるわけではありません。

○ぜん息児は、ぜん息以外にもアレルギー性鼻炎、花粉症、

アトピー性皮膚炎、食物アレルギーなどのアレルギー性

疾患をよく合併します。

○ぜん息発作は、アレルゲン吸入、運動、たばこの煙など

の刺激に過敏に反応して起こります。このような気道過

敏性の亢進は気道の慢性炎症によって生じると考えられ

ており、気道の炎症を軽減しないと気道過敏性がさらに

亢進し、ぜん息発作が悪化して睡眠や運動などの日常生

活に支障を生じます。

○小児ぜん息は、発作性に呼吸困難（呼吸数の増加、陥没

呼吸、ぜん鳴、咳込み）を反復すること、おもに呼気性

の呼吸困難（呼気時のぜん鳴、呼気時間の延長、胸部の

聴診で呼気に笛性雑音）を生じること、また、こうした

呼吸困難に気管支拡張薬が著効することなどから診断す

ることができます。

○小児ぜん息の大部分はアレルギー体質が関与しており、

ダニ・カビ・ペット・花粉などが発症や悪化に関与して

います。

○気道の慢性炎症を抑える吸入ステロイド薬やロイコトリ

エン受容体拮抗薬などを用いた薬物療法、原因アレルゲ

ンの除去、心身の活動を高める運動療法により、ぜん息

発作を良好にコントロールすることができます。早期に

診断し、予防治療を速やかに開始することが大切です。

○乳児と 1歳児の小児ぜん息を乳児ぜん息と呼びます。

この年齢ではもともと気道が狭く、ちょっとした風邪で

もぜん鳴や軽度の呼吸困難が起きてしまうため、ぜん息

の診断は慎重に行う必要があります。

小児ぜん息健康診査のための基礎知識

健康診査における問診と指導のポイント

第 6 章　保健指導のポイント
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○アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う皮疹が慢性的に良く
なったり悪くなったりを繰り返す病気です。慢性的とは、
乳児では2か月以上、1歳以上では6か月以上継続し
ている状態を指します。

○皮疹は赤くなる、小さいプツプツができる、皮膚がカサ
カサむける、皮膚が厚くなる、かさぶたができるなど多
様で、左右対称性に広がることが多いです。

○年代に応じて皮疹の種類や好発部位が変化します。乳児
では通常、頬、額、頭から始まり、赤くなり、小さなプ
ツプツができ、これに引っかき傷が加わってジュクジュ
クしてかさぶたができます。ひどくなると、顔や頭部全
体に広がります。首、胸、背中、さらには手足に広がる
こともあります。幼児期・学童期は皮膚の乾燥傾向が目
立つようになり、広範囲にドライスキンや毛孔部の硬い

プツプツ（角化症）が観察されます。とりわけ首、関節
の屈曲部、腋下、そけい部に皮疹が集中し、かゆみが強
く、皮膚がカサカサむけたり、厚くなったり、かさぶた
ができたりします。

○アトピー性皮膚炎はすぐには治りません。アトピー性皮
膚炎の皮膚はバリア機能が低下しており、日常的にスキ
ンケアや治療が必要です（「スキンケア」P76参照）。

○アトピー性皮膚炎は IgE 抗体を作りやすいヒトだけに
発症するわけではなく、皮膚のバリア機能の低下によっ
て引き起こされることもあります。

○アトピー性皮膚炎の多くは乳幼児期から学童期に発症
し、加齢とともに罹患率は徐々に減少します。幼児期・
学童期の罹患率は約10％と報告されています。

アトピー性皮膚炎健康診査のための基礎知識

○IgE抗体を作りやすい遺伝的体質をアトピー素因と呼
んでいます。したがって、アトピー素因があるとアレル
ギー性疾患になりやすくなります。

アレルギー性疾患の現病歴・既往歴：アトピー素因の直
接の証明となります。その場合、医師の診断を受けたこ
とがあれば、情報の質がさらに向上します。

アレルギー検査：血清総IgE抗体価の上昇（年齢により
正常値が変化します）や、皮膚試験や血液検査により抗

原特異的IgE抗体を保有することが証明になります。

アレルギー性疾患の家族歴：なかでも、ぜん息、食物ア
レルギー、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎・結膜
炎（花粉症を含む）が重要です。両親にアレルギー性疾
患の現病歴や既往歴があると、子どもはアレルギー性疾
患にかかりやすいといわれています。また、兄弟にアレ
ルギー性疾患があると、保護者のアレルギーに対する不
安や警戒心はとりわけ強くなります。

アトピー素因健康診査のための基礎知識

○アトピー素因があると、乳児期の食物アレルギーやアト
ピー性皮膚炎に始まり、ぜん息、アレルギー性鼻炎と、
成長とともに症状が変遷または蓄積していく傾向がみら
れます。アレルゲン感作も成長とともに食物抗原から吸
入抗原に変化します。この傾向をアレルギーマーチと呼
んでいます。

○最近は、全てのアレルギー性疾患の発症が低年齢化し、
乳幼児期からダニや花粉の感作が進んで、ぜん息や花粉
症を発症する子どもが増えています。

アレルギーマーチ健康診査のための基礎知識

成人型アレルギーへ移行
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環境因子
遺伝因子

アトピー素因 （馬場  實による原図を改編）

感作 感作

12歳

7歳
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 出典：保育所におけるアレルギー対応ガイドライン
厚生労働省　平成23年3月

※本図はアレルギー疾患の発症・寛解を図示したもので
 「再発」については示していない（2010改編図）。
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ひやりはっと⓲ ジュースのノズルから牛乳が…

　ノズルが共通タイプの自動販売機で

は、前に購入されたコーヒーのミルクが

ノズルに残っている場合があります。こ

の例では、ノズルに残った微量のミルク

がジュースに混じってしまったのだと思

われます。

ノズルが共通タイプの自販機は
使わないようにしましょう。

第 6 章　保健指導のポイント

食物アレルギー
○食物アレルギーが関与する乳児アトピー性皮膚炎が多い

○即時型食物アレルギー：診断に役立つ問診項目（第4章の

食物アレルギーの診断手順STEP1）に準じて問診を進め

る。この年齢は離乳食開始前であるため、乳児用調製粉乳

による牛乳アレルギーが多い。母乳中のアレルゲン成分

は、母親が原因食物を摂取して1～6時間後の母乳に含まれ

る。しかし、極めて微量なため、通常はアレルギー症状を

引き起こさない。疑わしければ病院を紹介する。

○新生児・乳児消化管アレルギー：主に胃腸症状として現れ

る。多くは生後1か月以内に発症し、3〜4か月健診までに

診断がついていることが多い。慢性下痢、血便、嘔吐、体

重増加不良、腹部膨満が代表的な症状である。多くが人工

栄養児であるが、母乳栄養児も発症する。疑わしければ病

院を紹介する。

○接触じんま疹：食品が付着して数分から20分後、その部

位にじんま疹や結膜の充血・浮腫が出現し、3時間もすれ

ば消失する。この原因食物の摂取によりアレルギー症状が

引き起こされる可能性があり、注意を要する。刺激物質や

ペットの皮屑も原因となる。疑わしければ病院を紹介す

る。

○栄養障害：完全母乳栄養児では、母親の過度な食物除去や

厳格な菜食主義により、体重増加不良、低タンパク血症、

くる病、貧血を起こすことがある。体重の増加不良や減少

があれば早期の病院受診を指示する。牛乳アレルゲン除去

調製粉乳を使用している場合は、ビオチン欠乏症やカルニ

チン欠乏症に注意が必要である。

ぜん息
○ぜん息はこの年代ではまれで、ぜん鳴（ゼーゼー・ゼロゼ

ロ）のほとんどが無害性の上気道の閉塞（鼻閉やのどの唾

液や痰）が原因である。

○咳とぜん鳴の有無にかかわらず、呼吸困難の兆候を見逃さ

ない。呼吸数の増減や不規則性、陥没呼吸、チアノーゼは

もとより、日常生活（よく飲み、よく眠り、よく笑い、元

気に泣く）の障害、体重の減少・増加不良があれば速やか

に病院を受診させる。

○乳児ぜん息の定義（日本小児アレルギー学会）では、「気

道感染の有無にかかわらず、明らかな呼気性ぜん鳴を3エ

ピソード以上繰り返した場合に乳児ぜん息と診断する。ま

た、エピソードとエピソードの間に無症状の期間が1週間

程度以上あることを確認する」となっている。呼気性ぜん

鳴は医師の診断によって判断することが望ましく、疑わし

ければ病院を紹介する。

乳児湿疹
○この年代では皮疹が慢性的に続くのかどうか十分に評価で

きないため、アトピー性皮膚炎の診断は難しい。保護者か

らの「アトピー性皮膚炎なのか乳児湿疹なのか」「食物アレ

ルギーではないか」という質問に対して、まずはスキンケ

アの大切さを重点的に指導する。

○よだれかぶれ、おむつかぶれ、深いしわの奥のかぶれに限

定した皮疹に対しては、皮膚の清潔・保護を中心としたス

キンケアを指導する。

○かぶれを通り越して、乳児期のアトピー性皮膚炎に特徴的

な皮疹（「アトピー性皮膚炎」参照）がみられる場合、病院

を紹介する。食物アレルギーを合併している可能性が高い

ことも考慮する。

○皮疹の程度が重症で体重の増加不良や減少を伴う場合、低

タンパク血症などの栄養障害の合併が疑われるため、速や

かにアレルギー専門医のいる病院を受診させる。

3・4 か月児の健康診査
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食物アレルギー
○問診上、食物アレルギーの疑いのある児に対し、診断

に役立つ問診項目（第4章の食物アレルギーの診断手順

STEP1）を追加して評価する。

○食物アレルギー児に対し、食事・栄養評価、体重・活動

性・姿勢などの健康評価、離乳や卒乳の状況を評価する。

過剰な食物除去の健康影響はこの年代で顕在化するため、

これを見逃さない。体重・身長を母子手帳の成長グラフに

記録するよう指導する。

○除去している食物や食品に対し、正しい診断に基づいた除

去であるかを評価する（第4章参照）。食物経口負荷試験を

考慮する。

○除去している食物や食品に対し、除去を解除してゆくプロ

セスを確認する。食物経口負荷試験を考慮する。

○アレルギー症状に対する対処法の確認と指導を行う。アナ

フィラキシーの既往がある場合にはアレルギー専門医を紹

介する。

ぜん息
○乳児期とは違って、この年代にみられる反復性のぜん鳴や

呼吸困難、運動後や入眠中の発作性の咳はぜん息に起因す

る可能性が高いことに留意する。疑わしければ病院を紹介

する。

○ぜん息と診断されていても、ぜん息発作のコントロールが

よくない場合はアレルギー専門医を紹介する。

アトピー性皮膚炎
○スキンケアの指導のポイントに従って指導する。

○アトピー性皮膚炎の皮疹の特徴を有している場合は病院を

紹介する。

○アトピー性皮膚炎の診断がついていても、皮疹のコント

ロールがよくない場合はアレルギー専門医、皮膚科専門医

を紹介する。

1歳 6 か月児の健康診査

食物アレルギー
(「１歳6か月児の健康診査」を参照して行う）

○この年代では、多くが鶏卵、牛乳、小麦に対する食物アレ

ルギーの耐性獲得が進展する。したがって、除去している

食物や食品に対し、除去を解除していくために医療機関を

受診していることを確認することが大切となる。食物経口

負荷試験を考慮する。

○幼稚園や保育所での食物アレルギーの給食対応の状況や不

安を聞き取る（第5章参照）。

○アドレナリン自己注射器（エピペン®）の処方が可能となる

(体重15kgが目安）。アナフィラキシーの既往がある場合は

アレルギー専門医を紹介する。

○加工食品の食品表示の見方を確認・指導する。

ぜん息
(「１歳6か月児の健康診査」を参照して行う）

○比較的容易にぜん息の診断をつけることができる年代。よ

くある訴えは以下の通り。

・日中は元気に遊んでいても、夜から明け方にかけて咳込

みや息苦しさで目が覚めてしまう。

・布団の上で遊んだり、ほこりを吸ったりすると咳が出て

息苦しくなる。

・運動をすると咳込んだり、ゼーゼーして息が苦しくなっ

たりする。

・花火やたばこの煙を吸い込んだとき、咳込んだり、ゼー

ゼーして息が苦しくなったりする。

○目標をもってぜん息治療にあたるよう励ます。目標とは、

昼夜を通じてほとんどぜん息発作がなく、スポーツや行事

参加を含めて日常生活を普通に行えるレベルをさす（日本

小児アレルギー学会）。

○ぜん息のコントロールがよくない場合はアレルギー専門医

を紹介する。

3 歳児の健康診査

アトピー性皮膚炎
(「１歳6か月児の健康診査」を参照して行う）

「小児気管支喘息治療管理ガイドライン 2012」
（日本小児アレルギー学会）より引用

気管支喘息発症年齢（西日本調査 2002 年）
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第 6 章　保健指導のポイント

妊娠中の母親の
食物アレルゲン除去は
アレルギーの発症を
予防する？

○これまでの研究結果では、妊娠中の母親の食物除

去が子どものアレルギー性疾患の発症を予防する

という科学的な証拠は示されていません。

　したがって、アレルギー性疾患の発症予防のため

に妊婦中の母親に食物除去を勧めることは通常行

いません。

○妊娠中の母親の食物アレルゲン除去の発想には、

次のような理論的背景があります。

　第1は、妊娠後期になると、胎児は即時型アレル

ギーに関与する IgE 抗体を作ることができるよう

になります。母親が食べた食物のタンパク質成分

が胎盤を通過して胎児に到達すれば、胎児がその

食物にアレルギー感作されてしまう可能性が生じ

ます（胎内感作）。

　第2は、胎内感作を起点にアレルギーマーチが進

行するという考え方です。そこから、胎内感作を

予防すればその後のアレルギー発症を予防できる

のではという期待が生まれたと思います。しかし、

期待通りには予防効果が証明されていません。

アレルギーに関連する食事指導のポイント

○妊娠中の1日の食事量を表すものとしては、エネ

ルギーや各種栄養素の摂取基準を示した「日本人

の食事摂取基準（2010年度版）」とともに、何

をどれだけ食べたらよいかをわかりやすくイラス

トで示した「食事バランスガイド」（いずれも厚

生労働省発表）があります。妊娠中期から授乳期

にかけて、食事量はバランスよく増量すべきです。

これらの資料を参照して豊かで楽しい食生活を指

導しましょう。不足がちになるビタミンD、カル

シウム、鉄分、葉酸などの微量栄養素の補充にも

注意が必要です。

授乳中の母親の
食物アレルゲン除去は
アレルギーの発症を
予防する？

○母乳中には母親が食べた食物のタンパク質成分が

極めて微量ですが混入します。

　したがって、胎内感作に続いて経母乳感作が起こ

りえます。しかし、授乳中の母親の食物除去が子

どものアレルギー性疾患の発症を予防するという

科学的な証拠はありません。

　そのため、アレルギー性疾患の発症予防のために

授乳中の母親に食物除去を勧めることはしませ

ん。授乳中の母親の栄養補充は妊娠期間中よりも

積極的に行う必要があります。

よくある
質問

よくある
質問

アレルギー性疾患の発症予防のために

妊娠中、授乳中の母親に食物除去を勧め

ることは通常しません。
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離乳食の目安としては厚生労働省か

らガイドライン（「授乳・離乳の支

援ガイド」）が出ています。

母乳栄養と人工栄養、
どちらがアレルギーの
発症を予防する？

○母乳栄養がアレルギー性疾患の発症予防効果に優

れているという科学的なコンセンサスは得られて

いません。しかし、欧米で行われたいくつかの研

究結果によると、6か月間の完全母乳栄養は子ど

もの消化器感染症の減少、母体の再妊娠の遅延、

母体の体重減少の促進に有効であることから、一

般の乳児を対象に母乳栄養を推奨しています。

○授乳の支援にあたっては、母乳や育児用ミルクと

いった乳汁の種類にかかわらず、母子の健康の維

持とともに、健やかな母子・親子関係の形成を促

し、育児に自信を持たせることに主眼を置くべき

です。出産にあたり母乳育児を希望する母親が圧

倒的に多く、アレルギー性疾患予防の観点にとら

われず、自信を持って母乳育児支援を行ってくだ

さい。

○食物アレルゲンの母乳中への混入を危険視し、牛

乳タンパク質加水分解乳を勧めるケースが散見さ

れます。しかし、牛乳タンパク質加水分解乳が完

全母乳よりも食物アレルギー予防に有効だという

科学的根拠は示されていません。

離乳食の開始時期を
遅らせるとアレルギーの
発症を予防できる？

○乳児は消化機能が未熟だから、離乳食の開始時期

を遅らせると未消化なまま食物が吸収されなくな

り、アレルギー性疾患の発症が予防できるという

考えは比較的広く普及しています。しかし、この

考えも科学的根拠が不十分です。「授乳・離乳の支

援ガイド」（2007年、厚生労働省）では、離乳

食の開始時期を生後 5～ 6か月頃を適当として

います。

○鶏卵、牛乳、小麦に対するアレルギーはほとんど

が乳児期に発症します。胎内感作や経母乳感作が

まっ先に疑われますが、実は、まだ感作ルートが

解明されていません。

○母子ともに妊娠中から鶏卵とそれを含む加工食品

を完全除去していても、初めての鶏卵摂取で即時

型アレルギーが起こることはまれではありませ

ん。鶏卵に限らず、初めて摂取する食物でアレル

ギー症状が出現することがあります。

食物アレルギーの発症は
予防できる？

○食物アレルギーの発症を食物除去で予防しようと

いうアプローチは成功していません。食物アレル

ギーは花粉症と同じく近年急増しています。それ

には何らかの環境要因が働いているはずですが、

最も注目されている要因は微生物由来の免疫活性

物質（細菌の細胞壁成分やDNA断片など）で、

生活環境がきれいになりすぎて、これらの物質と

の接触が減少したことがアレルギー性疾患が増加

している原因と考えられています。これを「衛生

仮説」と呼びます。

　それ以外にも、妊婦や母親の能動・受動喫煙、魚

介類の摂取量の減少（n-3 系多価不飽和脂肪酸の

摂取量の不足）など多くの候補があげられており、

現在、研究が進められています。乳幼児期の湿疹

部位からのアレルゲンの経皮感作が注目されてお

り、湿疹の積極的な治療が推奨されています。

よくある
質問

よくある
質問

よくある
質問
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第 6 章　保健指導のポイント

ひやりはっと⓳ お友達の子が大丈夫だったからといっても…

　同じアレルゲンでしかもIgE抗体価が

同じであったとしても、アレルギー症状

が発現する食品の種類や摂取量には個人

差があるので気をつけましょう。また、

お友達のホームパーティーなどに出席す

る場合には、抗ヒスタミン薬やステロイ

ド薬、また過去にアナフィラキシーの既

往があればエピペン®を携帯していきま

しょう。

アレルギーの
発現の程度には個人差が
あるので気をつけましょう

食物アレルギーの不安のなかで
離乳食を楽しく進めるための
工夫は？

○離乳食の開始時期を遅らせる必要はありません

が、鶏卵や乳製品を与えることに不安をもつ保護

者は少なくありません。しかし、離乳食で与える

全ての食物によるアレルギーを事前に回避する方

策はありません。その点を踏まえて、指導の目安

を列挙します（離乳食の進め方は第3章参照）。

・原因食物として頻度の高い食物（鶏卵、牛乳・乳

製品、小麦など）を与えることに不安が強い場合

は、血液アレルギー検査の結果を参考にすること

ができる。検査のタイミングは小児科医・アレル

ギー専門医に相談する。

・原因食物として頻度の低い食物から与え始めるよ

うにする（コメ、いも類、野菜、果実、肉類、豆

類など）。

・少量から与え始めるようにする。

・不安が強くて離乳食を開始できない保護者には小

児科医・アレルギー専門医を紹介する。

・不安の軽減のため、急性アレルギーやアナフィラ

キシーの症状や対処方法などを知ってもらう。

・症状や血液検査から食物アレルギーが疑われた場

合は、第4章を参照し、正しい診断を受けること

ができるよう小児科医・アレルギー専門医を紹介

する。

・適宜、栄養評価を行い、エネルギーや栄養素の不

足を補充するようにする。

・安全に食べることができた食物や食品を記録して

おく。離乳期以降も初めて食べる食物には注意を

払うようにする。

幼児期以降の
食事指導のポイントは？

○通常の栄養評価に加えて、食べ方やマナー、食べ

る量の調節、偏食の克服など、食育への取り組み

の評価と、食物アレルギーが正しく診断され、必

要最小限の原因食物の除去が行われているかどう

かを判断します。また、保護者が不安で与えたこ

とがない食物についても聞き取ります（第3、4、

5章参照）。

よくある
質問

よくある
質問
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環境整備・スキンケア・予防接種の指導のポイント

環境
整備

たばこ対策　保護者にやめてもらう
●たばこの煙はぜん息発作の原因になるだけでなく、食物ア

レルギーをはじめとするアレルギー性疾患全ての発症のリ

スクを高めます。たばこの煙は最も危険な環境因子です。

●本人の喫煙はもちろんのこと、受動喫煙も避けないといけ

ません。妊娠中の母親の喫煙は胎児の成長を妨げるだけで

なく、子どものアレルギー性疾患の発症を促進します。

●ベランダや換気扇の下での喫煙は室内の空気汚染を起こさ

ダニ対策　室内のダニを減らす
●ぜん息児の9割は室内に生息するチリダニに対するアレル

ギーを持っています。日本の温暖な環境ではどんなに努力

してもチリダニをゼロにすることは不可能ですが、室内の

チリダニの数を減らすことでぜん息の症状を軽減し、悪化

を予防することができます。

　指導のポイント

●部屋の湿度を下げる

・チリダニは高温多湿を好み、温度が20～ 30度、湿度が

60～80%になる梅雨から夏場にかけて繁殖する。

・定期的に窓を開けて湿度の上昇を防ぐ。換気扇を回したり

除湿機を置くのも効果的。

・冬場は結露を予防するため、湿度を高くしすぎないように

注意する。

●ダニのすみかを取り除く

・チリダニは人が生活している身近なところに好んで生息す

る（畳、カーペット、寝具、ソファー、ぬいぐるみなど、

隠れやすく、食べかすやフケが落ちているところなど）。

・床をフローリングにし、なるべくカーペットを敷かないよ

うにする。

・ほこりがたまりにくくするために、家具を減らし、風通し

が良くなるよう配置を工夫する。また、家具の上に物を置

かないようにする。

○室内の環境要因は小児ぜん息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患の発症や悪化に深

くかかわっています。アレルギー性疾患の発症を予防し、症状を安定させるためには室内の

危険因子を取り除くことが不可欠です。

○環境整備の一番の指導ポイントはたばこの煙とダニを子どものまわりから除去することです。

○環境整備は日常的な作業であり、効率的に手際よく行う工夫が必要です。ポイントをついた

具体的な指導が求められます。

ないと思われがちですが、たばこの煙は喫煙者の衣類など

について室内に持ち込まれます。家庭内での受動喫煙を防

止するためには100％禁煙の環境が必要です。

●保護者の喫煙は子どもの将来の喫煙を促すことがわかって

います。

●寝具類の管理

・子どもが寝ている布団の両面に1週間に1回、1㎡につき約

20秒の時間、定期的に掃除機をかける。寝具専用の掃除機

ノズルを使うと効果的。

・布団カバーやシーツはこまめに洗濯して取りかえる。布団

に掃除機をかけてから布団カバーをかけると、ダニアレル

ゲンが舞い上がることを効率よく防ぐことができる。

・布団の丸洗いを1～2年に1回行う。丸洗いが可能な布団や

毛布に買い替えることも検討する。布団たたきや天日干し

によるダニの除去効果は不十分。

・高密度繊維を用いた布団カバーやシーツ、防ダニ布団を利

用する。

●床面の掃除

・床面に少なくとも1週間に1回、1㎡につき約20秒の時

間、定期的に掃除機をかける。カーペットにはいっそう丁

寧な掃除機かけが必要。

●大掃除の励行

・年に1回は大掃除をする。電気の傘やたんすの天板なども

徹底した拭き掃除が必要。

・エアコンや除湿機のフィルターの掃除を定期的に行う。

・カーテンを定期的に洗濯する。

「ダニ対策の実践」（独立行政法人環境再生保全機構）より引用
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ぜん息治療の3本柱

　ぜん息の治療は、ぜん息発作を鎮めるだけでなく、次に

発作が起こらないようにすることが重要です。医師の指導

のもとで定期的な服薬や吸入を行う「薬物療法」のほかに、

患者や家族が協力して生活環境から原因・悪化因子を減ら

す「環境整備」と、積極的に心身の活動を高める「運動療法」

があり、これらはぜん息治療に不可欠な3本柱といえます。

『家族と専門医が一緒に作った小児ぜんそくハンドブック2012年改訂版』
（日本小児アレルギー学会）より引用

カビ対策　湿気に注意する
●カビはぜん息発作の原因になるだけでなく、ダニのえさに

なってダニを増やすことが知られています。カビとダニの

増える条件は非常に似ており、室内のカビ対策の多くがダ

ニ対策と共通しますが、なかでも室内の結露を防止するこ

とがポイントになります。

　指導のポイント

●室内で発生する湿気を抑える

・入浴後は浴室の換気扇を回したり、窓を開けて換気する。

・炊事中は必ず換気扇を回す。

・洗濯物はなるべく室内に干さない。

・室内に鉢植えを置かない。

・体感に頼らず、温湿度計を活用する。

・加湿器が結露の原因になることに注意する。

「住まいの環境づくり」（名古屋市生活衛生センター）より引用

目標　発作を起こさずに健康な子どもと
　　　同じような生活が送れる

環
境
整
備

運
動
療
法

薬
物
療
法

ぜん息の治療

第 6 章　保健指導のポイント

ひやりはっと⓴ あまりにも上手に代替食を作りすぎたばかりに…

　除去食を行っている場合でも、できる

だけみんなと同じようにみえるものを与

える工夫は大切と考えます。しかし、そ

のことをみんなが理解していないとこの

ような誤食につながります。食器やト

レーを色違いにする方法も、本人やまわ

りの人が除去食であることを識別するの

に役立ちます。

見分ける方法は、みんなで
共有するようにしましょう。
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どれだけ塗ったらいいの？

　軟膏のチューブから、大人の人さし指の指先から

第1関節までの長さに軟膏を押し出した量（1finger 

tip unit、0.3 ～ 0.5g 程度）で、両方の手のひら

の面積に塗ることが目安です。

　ローションタイプでは1円玉大の量がこの量に相

当します。

　指導のポイント

●皮膚の清潔

　入浴・シャワー
・毎日励行する。

・しわのあるところや目のまわりなども丁寧に洗う。しか

し、強くこすったり、ナイロンタオルのような硬いもので

こすらない。

・湿疹部位を、よく泡立てたせっけんでもむようにして洗う

とか、ジュクジュクしたところはシャワーを使用するな

ど、皮膚の状態に応じた洗い方をする。

・かゆみを感じるほどの高温のお湯を避ける。

・せっけんやシャンプーは刺激の少ないものを使用し、洗浄

力の強いものは避ける。

・せっけんやシャンプーはなるべく防腐剤、着色料、香料な

どの添加物が入っていないものを使用する。

・せっけんやシャンプーは残らないようによくすすぐ。

・湯上がりは軽く皮膚を押さえるようにして水分を拭き取

る。

　着衣
・汗をかいたらこまめに下着を交換する。

・タオルやハンカチを持参し、汗をかいたら拭く習慣を身に

つける。

・下着は汗を吸い取りやすい素材を選ぶ。

・新しい下着は使用前に水洗いする。

・洗剤はできれば合成界面活性剤の含有量が少ないものを使

用し、洗剤が残らないように十分にすすぐ。

・薄着を心がける。

●皮膚の保湿と保護

・必要に応じて保湿剤を塗布する。保湿・保護には保湿剤の

塗布が最も有効で、その子に合った保湿剤とその使い方を

見つけておくとよい。特に乾燥する冬場は積極的に保湿剤

を活用する。

・日差しが強いときは、帽子をかぶるなど日よけ対策をとる。

・海水浴やプールの後は、海水やプールの水をシャワーでき

れいに洗い流す。

●引っかき防止など

・爪を清潔にし、ギザギザにならないようなめらかに短く切

る。

・乳幼児の場合、よだれかぶれを防ぐ。かぶれたら食事前に

白色ワセリンなどで保護をする。

スキン
ケア

○皮膚は体の最外層にあり、様々な刺激や病原体の侵入から体を保護し、体内の水分が

蒸散することを防いでいます。こうした働きを皮膚のバリア機能と呼んでいます。乳

幼児の皮膚はバリア機能が未成熟であり、また、アトピー性皮膚炎の皮膚はバリア機

能が低下しています。

○皮膚のバリア機能を維持するためには、だれもが保湿・清潔・引っかき防止を目的と

したスキンケアが日常的に必要です。また、アトピー性皮膚炎やドライスキンでは皮

膚のバリア機能が障害されており、十分な保湿と保護を行ったうえで、炎症とかゆみ

を抑える薬を用います。もちろん、原因が分かればそれを取り除きます。

○乳幼児のアトピー性皮膚炎の原因が食物アレルギーだと思い込んでしまうと、スキン

ケアや本来の湿疹の治療を無視して、保護者の自己判断で食物除去を進めてしまう事

態が起こります。こうした事態を解決するには、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、

スキンケアについての正しい理解を保護者と共有することが大切です。

「ぜん息悪化予防のための小児アトピー性皮膚炎ハンドブック」
（独立行政法人環境再生保全機構）より引用
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予防接種

第 6 章　保健指導のポイント

アトピー性皮膚炎治療の3本柱

　アトピー性皮膚炎の皮膚症状は多彩で、年齢区分（乳

児期、幼児期、学童期、思春期）によっても異なります。

また、同じ患者にも多彩な皮膚症状がみられ、季節など

によって変化します。すなわち、皮膚炎の原因がひとり

ひとり、また一か所一か所、異なる可能性が考えられま

す。アトピー性皮膚炎の治療は、①原因・悪化因子の検

索と除去、②スキンケア（皮膚バリア機能の維持・回復）、

③薬物療法（ステロイド外用剤を中心とした抗炎症治療、

抗ヒスタミン薬を中心としたかゆみ対策）の3本柱か

らなり、これらの3本は同等に重要で、それぞれの患

者の症状に応じて適正に組み合わされます。

アトピー性皮膚炎の治療

原
因
・
悪
化
因
子

の
検
索
と
除
去

ス
キ
ン
ケ
ア

薬
物
療
法

・乳幼児の場合、抱っこしたときに顔面を刺激しないよう、

家族の服を飾りやけば立ちの少ないものにする。

・虫刺されを予防する。防虫スプレーはかぶれないことを確

かめてから使用する。

・室内を清潔にし、適温・適湿を保つ。

・しつこい引っかきや湿疹はまず医師の診断を受ける。

○予防接種は決まった年齢で積極的に受けるよう指導します。

○ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、じんま疹、アトピー体質な

どといわれているだけでは、接種不適格者にはなりません。

○ワクチン成分でアレルギーと関連すると報告されている添加物は、安定剤の

ゼラチン、防腐剤のチメロサールや抗菌剤、培養成分としての鶏卵成分です。

最近のワクチンでは、ゼラチンは黄熱ワクチンに使用されていますが、含有

量は微量です。チメロサールは一部の日本脳炎ワクチンを除いて、ほとんど

のワクチンで用いられていません。

○インフルエンザワクチンの鶏卵成分の含有量は、メーカーにより多少含有量

が異なりますが、理論的には即時型アレルギーが起こりえない極微量です。

ただし、卵白に対して強いアレルギー（イムノキャップ ® クラス 5 ～ 6）が

ある場合や、アナフィラキシー反応を起こした経験がある場合など、保護者

に強い不安があるときは、主治医または接種医とよく相談するよう指導しま

す。

○麻しん・風しん混合（MR）ワクチン、麻しんワクチン、おたふくかぜワクチ

ンには鶏卵成分は含まれていません。
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ひやりはっと� キャンプ場、課外活動で
野外料理のときに…

　キャンプなど課外活動に子どもを参加させる場合には、食物アレルギーの食品内容や緊急連絡

先、対処方法などについて、食物アレルギーに詳しいスタッフから、キャンプのリーダーだけで

なく、調理当番や買い出し当番を含めた参加スタッフ全員に、細かい注意点などについて話が行

き渡るようにする配慮が必要です。また、子どもを受け入れる側のスタッフ全員が、食物アレル

ギーについての正しい知識を学習しておくことも必要です。

参加スタッフ全員で情報を共有してもらいましょう。

課外活動のポイント
＜参加する側＞

①アレルギーの原因食物、症状についてキャ

ンプスタッフに知らせる

②主治医からの指示書（アレルギー誘発食品、

初期症状と対応、緊急連絡先）を渡す

③内服薬やエピペン®を携帯させ、緊急時の

対応（エピペン®使用法や緊急搬送先病院）

についても決めておく

＜キャンプスタッフ側＞

①スタッフ全員で情報を共有し、対応方法は

スタッフ全員に伝えておく

②出発前に、指示書、内服薬、エピペン®携帯

などを確認する

プラス
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災害時への備え
第 7 章●

東日本大震災の大変な経験から、大災害に備えて私たちは何を

すべきか、多くのことを学びました。この章では、個人・団体・

行政というそれぞれの立場から、備えておくべきポイントをまと

めてみます。

担当　伊藤浩
こう

明
めい

あいち小児保健医療総合センター
内科部長
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災害時への備え　

ポイント
○災害への備えは、自助：共助：公助＝７：２：１。

○個人では、１週間分を目安に食品や医薬品を備蓄しましょう。

○日常的な周りとのつながりが、緊急時には力を発揮します。

○自治体と民間団体のアレルギーに関する日常的な理解と連携が求められます。

アレルギー性疾患全般

1) 常用薬が入手できなくなる
2) より緊急性の高い疾患や外傷が優先される
3) 環境の悪化による増悪
4) 感染症の流行による悪化
5) 災害のストレスによる悪化
6) 医療上の個人情報（服薬歴など）の消失

各論

気管支ぜん息

1) 住環境の悪化による発作の悪化
2) 災害による砂埃などによる発作の誘発
3) 共同生活のために受動喫煙やペットによる悪化
4) 停電などによる電動吸入器の使用不能

アトピー性皮膚炎
1) 入浴やシャワーの機会の減少による悪化
2) 入浴やスキンケアの必要性に対する周囲の理解不足
3) スキンケアを行う場所（プライバシー）の確保が困難

食物アレルギー

1) アレルギー対応食品の不足
2) 炊き出し時におけるアレルゲンの誤食
3) アナフィラキシー時の対応の遅れ
4) 食物アレルギーに対する周囲の理解不足

アレルギー性鼻炎 1) 災害による砂埃などによる悪化

災害時にアレルギー患者に起こりうる問題点

防災の基本理念は「自助・共助・公助」
　2011年3月11日に発生した東日本大震災では、ア

レルギーを持つ多くの子どもたちも被災しました。アレ

ルギーは生活や環境に密着する疾患であるだけに、災害

という特殊な状況下では、一般的な生活・健康問題に加

えて、ほかの慢性疾患とも異なる独特の問題が発生しま

す。この震災に対して、全国から多くの支援が寄せられ

ました。情報伝達や交通手段が不十分で、公的機関さえ

機能不全に陥った状況の中で進められた支援活動の中か
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共通項目
■ 清潔な水、マスク、タオル、ティッシュ、ウエットティッシュ（刺激の少ないもの）
■ お薬手帳のコピー
■ 病歴などを簡単にまとめたメモ
■ 防災マップ、防災手帳（かかりつけの病院、医院名、重要な所とその
連絡先と簡単な地図）

■ 災害時のこどものアレルギー疾患対応パンフレット（日本小児アレル
ギー学会版）

食物アレルギー
■ 誤食時の緊急薬（抗ヒスタミン薬、経口ステロイド薬、エピペン®）
■ 数日以上保存可能な普段安全に食べている食品（アレルギー対応アルファ化米、アレルギー対応レトルトカ
レー、アレルギー用ミルクなど）

■ アレルギー対応食品が備蓄されている場所の地図と連絡先
■ 食物アレルギーサインプレートなど除去食品が明確に書かれたもの

気管支ぜん息
■ 普段使っている予防薬（期間は主治医と相談）
■ 発作止めの薬（頓服の飲み薬、加圧噴霧式定量吸入器（pMDI）+スペー
サー、ドライパウダー吸入薬、貼付薬など）

■ 電動吸入器使用の場合、付属のバッテリー、シガーソケット、電池で
電源をとれるもの

アトピー性皮膚炎
■ 普段飲んでいる抗ヒスタミン薬など（期間は主治医と相談）
■ 保湿剤、ステロイド軟膏（普段使っているもの、やや強めのもの）
■ 重症の人は、ステロイド内服薬（症状の悪化を数日間抑えるため）
■ 常用しているせっけんなど
■ 普段使用している下着、衣類
■ スキンケア用の水と電気ポット

第 7 章　災害時への備え

　食物アレルギーの正確な診断を受けて、本当に除去が

必要な食品をしっかり把握しておきましょう。「念のため

に」避けている食べ物があると、被災時の不安や不便は

いっそう高まります。微量の混入まで完全除去が必要な

のか、ある程度までは食べられるのかも明らかにして、

普段から可能なレベルまでは食べる習慣にしておきま

しょう。

　食べられる食品は、1週間分（少なくとも3日分）を

目安に備蓄し、消費期限の前に入れ替えます。数日以上

保存可能な普段安全に食べている食品、アレルギー用ミ

個人の備え（自助）

ら、普段から備えておくべきことが浮かび上がってきま

した。防災の基本的理念は、その他一般の施策と同様に

「自助・共助・公助」にまとめられます。自助とは自分

の責任で行うこと、共助とは周囲や地域が協力して行う

こと、公助とは公的機関が行うことを指しています。発

災直後においての公助には限界があるため、自助、共助

による支えあいが基本となり、これが「自助：共助：公

助＝7：2：1」といわれる所
ゆえ ん

以です。ここでは、それぞ

れの立場から災害に備えて普段から行っておくべきこと

がらをまとめてみました。

災害に備えた必要物品のリスト（個人用）
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仲間と共同した備え（共助）

ルク、加熱しなくても食べられるアレルギー対応アルファ

化米（特定原材料等不使用のもの）、ふりかけ、アレルギー

対応レトルトカレーなど保存可能な商品を準備して、時々

は食べて慣れておくといいでしょう。誤食時に備えた緊

急薬も数回分は準備します。

　気管支ぜん息では、普段の予防薬と発作時の治療薬を

準備します。電源が使えないときに備えて、頓服の飲み薬、

　周りの人とのつながりは、緊急時に何よりも助けにな

ります。東日本大震災で献身的な支援活動を行った地域・

全国の患者会やNPOが真っ先に直面したのは、支援を

必要としている人を見つけられない、という問題でした。

普段から交流があって万一のときに協力しあえる親戚や

友人、アレルギーを持つ人同士のつながりは、いざとい

うとき最も力を発揮します。地域で活動している「（患者）

家族会」に参加することも、ひとつの方法です。さらに

発災数日後以降は、アレルギー関連団体だけでなく、災

害救助を専門とするNPOや栄養士会など関連団体も活

動します。こうした人たちにも、アレルギー疾患の特殊

性を理解して頂けるような共同・協力関係を普段から培っ

ておくと、緊急時には力になってもらえるでしょう。こ

うした民間の活動は、自治体の防災対策と無関係には動

けません。自治体の防災課や自治会・民生委員などとの

情報交換を行っておきましょう。

図 1 緊急カードの例

加圧噴霧式定量吸入器（pMDI）やドライパウダー式の吸

入薬も準備して、練習しておきましょう。

　アトピー性皮膚炎では、普段の飲み薬と塗り薬に加え

て、少し強めの塗り薬を準備しましょう。

　アレルギーの情報や緊急連絡先を記入したサインプ

レート（P86）や緊急カード（図1）を作っておくこと

も役立ちます。
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第 7 章　災害時への備え

　2009 年 3月、三重県松阪市とNPO 法人および関

連企業の間で、「アレルギーに関する災害及び平常時に係

る支援協定」が締結されました。

　これは、平時からNPO 法人がアレルギー対応物品（食

品や生活用品）を調達・保管して、災害時に患者に配送

するものです。その費用の一部を、市が負担します。自

治体が行う災害時対策の一部をNPO 法人に委託するこ

とで、自治体の経費削減や、緊急時に患者に身近な対応

ができる点でメリットがあります。

　協定の中には、平常時から自治体のアレルギー対応や

啓発活動にNPO 法人が協力することも盛り込まれてい

ます。

公的な備え（公助）

　自治体で防災対策を行う防災課などの立場では、各種

の疾患を持つ災害弱者の中でも、アレルギー疾患の特殊

性を認識して対策を講じておくことが求められます。特

に食物アレルギーは、成人を含めても全人口の2%程度

の有病率があり、通常の非常食糧が食べられない疾患で

あることを理解して、備蓄用の食品を確保する必要があ

ります。個人によって原因食物は様々ですが、まずは表

示義務となっている特定原材料7食品（P30参照）を

カバーしていることが目安となります。粉ミルクは、全

備蓄量の2%程度をアレルギー用ミルクとします。小麦

アレルギーでは乾パンを食べられないので、アレルゲン

を含まないアルファ化米などが必要です。全ての備蓄食

品を自治体で確保することは、予算上も困難であること

が予想されます。緊急時には、左記の関連団体の活動と

相互に連携・協働できるよう災害時協定などを締結して

おくことも望ましい対策です（下記参照）。被災時の対策

本部には、全国から大量の救援物資が届けられるため、

特別な人だけに届けたい物資を管理することは困難を極

めます。担当職員がアレルギー対応用の食品を識別でき

ないことも予想されます。対策本部のなかでアレルギー

対応を専門とするボランティアが活動することが、合理

的とも考えられます。

　専門医からのメッセージ

　被災時には、周囲の人たちにアレルギーへの配慮を求

める余裕もなく、説明することも大変な状況になる可能

性があります。東日本大震災の中で､日本小児アレルギー

学会の専門医たちが力を合わせて、「災害時のこどものア

レルギー疾患対応パンフレット」を作成しました（P86

〜 88参照）。これを避難所に掲示していただいて、少し

でも周囲の理解が広がり、救われる方がいることを願っ

ています。

自治体とNPO法人の災害時協定

食物アレルギー対応の非常食糧の備蓄の目安としては、

○表示義務となっている 7 食品をカバーしている。

○粉ミルクは全備蓄量の 2％程度をアレルギー用ミルクとする。

○アレルゲンを含まないアルファ化米も備蓄する。

ことなどが挙げられます。
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　東日本大震災は、2011 年 3 月11 日に太平洋三陸沖を

震源として発生した日本国内観測史上最大のマグニチュー

ド 9.0 の東北地方太平洋沖地震によって引き起こされま

した。この地震では、本震および余震、大津波、火災、

などのため、広範囲のライフラインとインフラ（電気、ガス、

水道、鉄道、地下鉄、空港、道路、電話網、携帯電話

網など）が破壊され、岩手県、宮城県、福島県を中心

に東日本は大打撃を受けました。想定を超えた大津波は

東北の三陸を中心とした太平洋沿岸地域を壊滅的に破壊

しました。さらに、福島第一原子力発電所事故に伴う放

射性物質漏れが生じ、福島県を中心に多くの避難者を出

しました。死者と行方不明者は約２万人で、人的被害は

地震そのものよりも大津波によるためでした。

　今回の被災地域は①大津波のために壊滅的に破壊さ

れた沿岸地域。②大地震のためライフラインとインフラが

破壊された内陸地域。③原子力発電所事故に伴う放射性

物質漏れが生じ避難を余儀なくされた地域に大きく３種

類に区分されます。

　この大災害でのアレルギー患者がどのような状況であっ

たかご紹介し、今後の防災に備えて頂ければ幸いと考え

ております。

　地震発生当初、通信網は破壊され、交通網（線路、空路、

航路）が断たれ、ガソリンスタンドもほぼ一斉に閉店とな

り、東北自動車道の陸路は緊急車両に限定されて一般車

両は 3 月 24 日まで通行できず、物資流通はほぼなくなり

ました。

　こうした状況のなか、多くの学会、大学病院をはじめと

した医療団体、ＮＰＯ、ボランティア団体などから、当

院や拠点病院、さまざまな施設に支援物資が届けられま

した。特に日本小児アレルギー学会からは、被災３県（福

島、宮城、岩手）の拠点病院へ、アレルギー用ミルク、

医薬品、吸入器などの物資を送っていただきました。想

定以上の大災害で、公的な機関である県庁、市町村役所

は不眠不休で災害対応に追われ、当院を含めた医療機

関は救急体制になりました。このような状況で、医療機

関や行政機関で食物アレルギー患者に対しての支援食品

を受け取り、仕分け、提供することは難しいことであるこ

とを実感しました。そこで、宮城県へのアレルギー関連

食品やアレルギー用ミルクは、アレルギーの会全国連絡

会の宮城県の拠点になっている患者会に集めることを各

種団体にお願いしました。

　アレルギー支援の情報は、宮城県庁医療整備課、宮

城県教育委員会、仙台市教育委員会を通じて災害対策本

部にあげてもらい、避難所へのポスター掲示や広報をお

願いしました。さらに、宮城県小児科医会会長の了承を

得て、宮城県小児科医会メーリングリストで、避難所巡回

をはじめ、第一線で医療活動を行っている小児科医にア

レルギー関連物資などの情報提供を行いました。

　拠点となっている患者会も、独自にラジオ、テレビ、新

聞などを通じて宮城県民のアレルギー患者に支援物資の

情報が広く伝わるように活動し、支援食品の受け取り、

仕分け、各地にピンポイントで配達するという一連の活動

を担当していただきました。さらに、多くの NPO のアレ

ルギー支援団体も震災後早期から宮城県、岩手県、福島

県に直接来て支援をして頂きました。他にも、多くの患

者の会やボランティアの支援がありました。

　広範囲にライフラインやインフラが破壊された状態は、

アレルギー患者に多大な悪影響を及ぼします。しかし、

アレルギー疾患は他の病気に比べ、周囲から軽く見られ

るところがあり、行政や周囲の人の理解や適切な対応が

受けられなかった事例もありました。

　気管支喘息は、①環境の悪化（ほこり、ダニ、ペット、

たばこ、炊き出しのけむり、がれきからの粉塵など）、②

長期管理薬の紛失や不足（医療機関に受診できない、一

部の医療機関での一時的な薬剤不足、停電で散剤の分

包機が作動しなくなったなど）、③ストレス、④停電のた

め電動ネブライザーが使用不能、などの要因で、発作に

繋がった症例がありました。

　アトピー性皮膚炎も、①環境の悪化、②内服薬や軟膏

の紛失や不足、③ストレスが悪化の原因としてあげられま

したが、最も悪影響を与えていたのは、④水道や都市ガ

スが使えないため、十分にからだが洗えず適切なスキン

東日本大震災の被災地の状況
宮城県立こども病院 総合診療科 三浦克志

特別寄稿
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ケアができないことでした。また、⑤感染症予防のため

の手指消毒用アルコールにより症状が悪化する例もあり

ました。

　食物アレルギーは物流が止まってしまったため、①食物

アレルギー対応食品が入手困難、②普段通りの除去食の

実施困難、③食品表示の確認もできないための誤食、④

一般ミルクも不足して、アレルギー用ミルクがアレルギー

のない乳幼児に配られた事例もあったようです。食物アレ

ルギーの疾患概念を理解してもらえず、他の地域の親戚

や知人の家などに避難した例も多かったようです。

災害への対策
　大災害時にアレルギー疾患の子どもたちは、災害弱者

です。災害に対する意識は低い地域ではなかったのです

が、広範な大規模被害で、アレルギー疾患に特有の多く

の問題点や課題が見えてきました。

　災害への備えとしては、自助、共助、公助の考えを普

及させる必要があると思いました。具体的には、一般市

民や行政に対して、普段から講演会や研修会などを通じ

てアレルギーに関する啓発活動を行い、災害時のアレル

ギー対策について、患者の保護者、支援団体、行政、

医療関係者などで話し合う機会を持つことが重要と思わ

れました。

　自助として、アレルギー疾患の子ども達のための災害に

備えるチェックリストを考えてみました（P81 参照）。個人

の症状に合わせた内容で、普段から主治医と相談してお

くことが重要と思います。津波で壊滅的な被害を受けた

地域では、個人備蓄以外にも私的に安全な場所（知人宅

など）での備蓄も考慮が必要と思われました。

　被災時に活きる食物アレルギー患者の教育も必要と思

いました。今回の被災地では、標準的な食物アレルギー

医療があまり普及していなかった影響もあり、改めてその

啓発活動が重要かと思いました。

　共助としては、患者会などが少ない地域であったため

に、患者たちのネットワークが一部しかなく、支援拠点

となる場所を作るのにも大変だったようです。患者が支

援を訴えるにも、患者を探すのにも患者会や支援拠点は

あらかじめ考えておくべきだったように思います。さらに、

支援物資を送る場合には、「食物アレルギー用」と「品名」

を明記し、理解あるところへ送ることが大切と思われまし

た。

　行政の立場では、アレルギー対応食（特に、アレルギー

用ミルクなど）の備蓄、適切な広報、配給の場所の確保、

県外からの支援物資のためのルート確保、支援物資の識

別、エピペン®使用の啓発など、やらなくてはならないこと

が余りに多くありました。しかし、今回は被害が大きく、行

政も大混乱していました。アレルギー対応を専門とする団

体スタッフを、ボランティアなどとして組み入れることも考

えて頂けるとありがたいと思いました。

　アレルギー患者支援団体などから、医療機関宛てにア

レルギー用食品物資が送られたこともありました。しかし、

病院として受けることはできても、当院のように市街はず

れにある病院では、交通手段がないために患者が来れず、

受け渡すことも難しかったです。当院では入院患者に必

要な物は受け取り、売店で対応できる分は売店にお願い

し、ほとんどの物はアレルギー食品販売会社にお願いし

て、食物アレルギー患者に届けて頂きました。

　今回、我々の情報網から洩れて、アレルギー用ミルク

を入手するのに困ったという県内の患者さんがいました。

アレルギー用ミルクを使用している患者さんを診ている病

院・医院の先生が、院内の売店や調剤薬局にアレルギー

用ミルクをおいてもらうと良いかもしれません。

　最後になりますが、どのような状況においても「あきら

めないこと」「SOS の声を出すこと」は大切だと思われま

した。本稿が読者の災害時に少しでも役立ってくれれば

幸いです。

第 7 章　災害時への備え

■ 食物負荷試験を受け、診断を明確にしておく。場合によっては、食べられる量を確認しておく。
■ 自分自身が何の食物のアレルギーかを言えるようにする。
■ 食物備蓄されている場所や販売店の場所と連絡先の確認。
■ エピペン®が必要な患者には適切な指導を繰り返し行う。

食物アレルギー患者に対して災害前に必要な患者教育
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資料①　（日本小児アレルギー学会ホームページからダウンロードできます）
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第 7 章　災害時への備え

資料②　（日本小児アレルギー学会ホームページからダウンロードできます）
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資料③　（日本小児アレルギー学会ホームページからダウンロードできます）
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キ
リ
ト
リ
線
〉✂

反
応

が
な

い

普
段

通
り

の
呼

吸
を

し
て

い
な

い

普
段

通
り

の
呼

吸
を

し
て

い
る

反
応

が
あ

る

子
ど

も
が

倒
れ

て
い

た
ら

（
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
シ

ョ
ッ

ク
が

疑
わ

れ
る

）

反
応

の
確

認

通
報

呼
吸

の
確

認

3
0

：
2

心
肺

蘇
生

を
開

始
必

ず
胸

骨
圧

迫
、

可
能

な
ら

人
工

呼
吸

到
着

次
第

、
エ

ピ
ペ

ン
®
を

使
用

 
肩

を
た

た
い

て
大

声
で

呼
び

か
け

て
反

応
を

確
認

す
る 救

急
車

要
請

（
1

1
9

番
通

報
）と

A
E

D
・

エ
ピ

ペ
ン

®

(携
帯

し
て

い
る

児
の

場
合

)を
手

配
す

る

　
1

0
秒

以
内

で
胸

と
お

腹
の

動
き

を
観

察
し

て
、

普
段

通
り

の
呼

吸
を

し
て

い
る

か
確

認
す

る
　

普
段

通
り

の
呼

吸
を

し
て

い
な

い
と

は
、

呼
吸

が
な

い
あ

る
い

は
し

ゃ
く

り
上

げ
る

よ
う

な
途

切
れ

途
切

れ
の

呼
吸

を
し

て
い

る
場

合
を

指
す

乳
児

の
場

合
 足

の
裏

を
た

た
い

て
呼

び
か

け
る

　
エ

ピ
ペ

ン
®

の
準

備
の

た
め

に
心

肺
蘇

生
の

開
始

が
遅

れ
て

は
な

ら
な

い
　

エ
ピ

ペ
ン

®
投

与
後

も
心

肺
蘇

生
は

継
続

す
る

　
た

だ
ち

に
胸

骨
圧

迫
を

開
始

す
る

　
準

備
が

で
き

次
第

、
可

能
な

ら
人

工
呼

吸
を

行
う

　
A

E
D

が
あ

れ
ば

装
着

し
、そ

の
メ

ッ
セ

ー
ジ

に
従

う

そ
の

場
で

安
静

あ
お

む
け

に
寝

か
せ

足
を

1
5

～
3

0
c
m

高
く

す
る

到
着

次
第

、
エ

ピ
ペ

ン
®
を

使
用

　
移

動
さ

せ
る

場
合

も
、

横
抱

き
、

あ
る

い
は

担
架

で
運

ぶ
。

絶
対

に
背

負
っ

た
り

、
縦

抱
き

に
し

た
り

し
な

い

1
1
9
番
、

火
事
で
す
か
？

救
急
で
す
か
？

救
急
で
す

住
所
は

ど
こ
で
す
か
？

○
○
市

○
丁
目
○
番
地

で
す

ど
う
し
ま
し
た
か
？

5
歳
の

子
が
お
や
つ
を

食
べ
た
あ
と
、

呼
吸
が
苦
し
い
と

言
っ
て
ま
す

あ
な
た
の
名
前
と

連
絡
先
を
教
え
て

く
だ
さ
い

私
の
名
前
は

○
×
□
美
で
す

電
話
番
号
は
…



安
静

を
保

つ
体

位
ぐ

っ
た

り
・

意
識

も
う

ろ
う

の
場

合
吐

き
気

・
お

う
吐

が
あ

る
場

合
呼

吸
が

苦
し

く
仰

向
け

に

な
れ

な
い

場
合

血
圧
が
低
下
し
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
た
め
仰
向
け
で
足
を
1
5
～

3
0
c
m
高
く
す
る

嘔
吐
物
に
よ
る
窒
息
を
防
ぐ
た
め
顔

と
体
を
横
に
向
け
る

呼
吸
を
楽
に
す
る
た
め
上
半
身
を

起
こ
し
後
ろ
に
寄
り
か
か
ら
せ
る

⑤
 確

認
す

る
エ
ピ
ペ
ン
®
を
太
も
も
か
ら
離
し

オ
レ
ン
ジ
色
の
ニ
ー
ド
ル
カ
バ
ー

が
伸
び
て
い
る
か
確
認
す
る

伸
び
て
い
な
い
場
合
は「
④
に
戻
る
」

⑥
 マ

ッ
サ

ー
ジ

す
る

打
っ
た
部
位
を
1
0
秒
間
マ
ッ

サ
ー
ジ
す
る

○A

使
用

前
使

用
後

1
つ

で
も

あ
て

は
ま

る
場

合
1

つ
で

も
あ

て
は

ま
る

場
合

た
だ

ち
に

救
急

車
で

医
療

機
関

へ
搬

送
速

や
か

に
医

療
機

関
を

受
診

安
静

に
し

注
意

深
く

経
過

観
察

①
 内

服
薬

を
飲

ま
せ

エ
ピ

ペ
ン

®を
準

備
　

（
　

　
　

　
　

　
  
 　

　
)

②
 速

や
か

に
医

療
機

関
を

受
診

　
（

　
　

　
　

　
　

  
 　

　
)

③
 医

療
機

関
に

到
着

す
る

ま
で

少
な

く
と

も
5

分
ご

と
に

症
状

の
変

化
を

観
察

　
　

の
症

状
が

1
つ

で
も

あ
て

は
ま

る
場

合
、

エ
ピ

ペ
ン

®を
使

用

①
 内

服
薬

を
飲

ま
せ

る
　

（
　

　
　

　
　

　
  
 　

　
)

　
（

　
　

　
　

　
　

  
 　

　
)

②
少

な
く

と
も

1
時

間
は

、
5

分
ご

と
に

症
状

の
変

化
を

観
察

し
、

症
状

の
改

善
が

み
ら

れ
な

い
場

合
は

医
療

機
関

を
受

診
　

（
　

　
　

　
　

　
  
 　

　
)

①
 た

だ
ち

に
エ

ピ
ペ

ン
®

を
使

用
②

 救
急

車
を

要
請（

1
1

9
番

)
③

 そ
の

場
で

安
静

を
保

つ
④

 そ
の

場
で

救
急

隊
を

待
つ

⑤
 可

能
な

ら
内

服
薬

を
飲

ま
せ

る
　

（
　

　
　

　
　

　
  
 　

　
)

救
急
車
の
要
請
も
考
慮

ア
レ

ル
ギ

ー
症

状
へ

の
対

応
の

手
順

エ
ピ

ペ
ン

®
の

使
い

方

◆
そ

れ
ぞ

れ
の

動
作

を
声

に
出

し
、

確
認

し
な

が
ら

行
う

◆
注

射
を

す
る

と
き

に
は

、
必

ず
子

ど
も

に
声

を
か

け
る

症
状

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト

◆
迷

っ
た

ら
エ

ピ
ペ

ン
®を

使
用

す
る

◆
症

状
は

急
激

に
変

化
す

る
可

能
性

が
あ

る
◆

少
な

く
と

も
5

分
ご

と
に

症
状

を
注

意
深

く
観

察
す

る
◆

　
　

の
症

状
が

1
つ

で
も

あ
て

は
ま

る
場

合
、

エ
ピ

ペ
ン

®を
使

用
す

る
（
内
服
薬
を
飲
ん
だ
後
に
エ
ピ
ペ
ン
®を
使
用
し
て
も
問
題
な
い
）

全
身

の
症

状
□
ぐ
っ
た
り

□
意
識
も
う
ろ
う

□
尿
や
便
を
漏
ら
す

□
脈
が
触
れ
に
く
い
ま
た
は
不
規
則

□
唇
や
爪
が
青
白
い

呼
吸

器
の

症
状

□
の
ど
や
胸
が
し
め
付
け
ら
れ
る

□
声
が
か
す
れ
る

□
犬
が
吠
え
る
よ
う
な
咳

□
息
が
し
に
く
い

□
持
続
す
る
強
い
咳
き
込
み

□
ゼ
ー
ゼ
ー
す
る
呼
吸

（
喘
息
と
区
別
で
き
な
い
場
合
を
含
む
）

消
化

器
の

症
状

□
持
続
す
る
（
が
ま
ん
で
き
な
い
）

　
強
い
お
腹
の
痛
み

□
繰
り
返
し
吐
き
続
け
る

1
つ

で
も

当
て

は
ま

る
場

合
な

い
場

合

緊
急

性
が

高
い

ア
レ

ル
ギ

ー
症

状
へ

の
対

応
内
服
薬
を
飲
ま
せ
る

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

安
静
に
で
き
る
場
所
へ

移
動
す
る

介
助
者
は
、
子
ど
も
の
太
も
も
の
付
け
根
と
膝
を

し
っ
か
り
押
さ
え
、
動
か
さ
な
い
よ
う
に
固
定
す
る

●
衣
類
の
上
か
ら
、
打
つ
こ
と
が
で
き
る

●
太
も
も
の
外
側
の
筋
肉
に
注
射
す
る

　
（
真
ん
中
（
Ⓐ
）
よ
り
や
や
外
側
で
、
か
つ

太
も
も
の
付
け
根
と
膝
の
間
の
部
分
）

①
 た

だ
ち

に
エ

ピ
ペ

ン
®を

使
用

す
る

②
 救

急
車

を
要

請
す

る（
1

1
9

番
通

報
）

③
 そ

の
場

で
安

静
に

す
る （
下
記
の
安
静
を
保
つ
体
位
参
照
）

④
 そ

の
場

で
救

急
隊

を
待

つ
⑤

 可
能

な
ら

内
服

薬
を

飲
ま

せ
る

①
 ケ

ー
ス

か
ら

取
り

出
す

介
助

者
が

い
る

場
合

注
射

す
る

部
位

ケ
ー
ス
の
カ
バ
ー
キ
ャ
ッ
プ
を
開

け
エ
ピ
ペ
ン
®を
取
り
出
す

②
 し

っ
か

り
握

る

オ
レ
ン
ジ
色
の
ニ
ー
ド
ル
カ
バ
ー

を
下
に
向
け
、
グ
ー
で
握
る

“
グ
ー
で
”握
る
！

③
 安

全
キ

ャ
ッ

プ
を

は
ず

す

青
い
安
全
キ
ャ
ッ
プ
を
は
ず
す

④
 太

も
も

に
注

射
す

る
太
も
も
の
外
側
に
エ
ピ
ペ
ン
®
の

先
端
（
オ
レ
ン
ジ
色
の
部
分
）
を

軽
く
あ
て
、“
カ
チ
ッ
”と
音
が
す

る
ま
で
強
く
押
し
あ
て
そ
の
ま
ま

5
つ
数
え
る

注
射
し
た
後
す
ぐ
に
抜
か
な
い
！

押
し
つ
け
た
ま
ま
5
つ
数
え
る
！

○A

座
位

の
場

合

仰
向

け
の

場
合

消
化
器

の
症
状

□
連
続
す
る
強
い（
が
ま
ん
で
き
な
い
）

　
お
腹
の
痛
み

□
繰
り
返
し
吐
き
続
け
る

目
・
口

鼻
・
顔

の
症
状

全
身

の
症
状

□
ぐ
っ
た
り

□
意
識
も
う
ろ
う

□
尿
や
便
を
漏
ら
す

□
脈
が
触
れ
に
く
い
ま
た
は
不
規
則

□
唇
や
爪
が
青
白
い

呼
吸
器

の
症
状

□
の
ど
や
胸
が
し
め
付
け
ら
れ
る

□
声
が
か
す
れ
る

□
犬
が
吠
え
る
よ
う
な
咳

□
息
が
し
に
く
い

□
連
続
す
る
強
い
咳
き
込
み

□
ゼ
ー
ゼ
ー
す
る
呼
吸

□
中
等
度
の
お
腹
の
痛
み

□
1
～
2
回
の
嘔
吐

□
1
～
2
回
の
下
痢

□
顔
全
体
の
腫
れ

□
ま
ぶ
た
の
腫
れ

□
数
回
の
軽
い
咳

□
軽
い（
が
ま
ん
で
き
る
）お
腹
の
痛
み

□
吐
き
気

□
目
の
か
ゆ
み
、
充
血

□
口
の
中
の
違
和
感
、
唇
の
腫
れ

□
く
し
ゃ
み
、
鼻
水
、
鼻
づ
ま
り

上
記

の
症

状
が

1
つ

で
も

あ
て

は
ま

る
場

合

緊
急

性
が

高
い

ア
レ

ル
ギ

ー
症

状
は

あ
る

か
？

　
　

5
分

以
内

に
判

断
す

る

呼
び

か
け

に
対

し
て

反
応

が
な

く
、

呼
吸

が
な

け
れ

ば
心

肺
蘇

生
を

行
う

（
表
面
参
照
）

皮
膚

の
症
状

✂

〈
キ
リ
ト
リ
線
〉✂

緊
急

性
の

高
い

症
状

の
出

現
に

は
特

に
注

意
す

る

少
な
く
と
も
5
分
ご
と
に

症
状
を
観
察
す
る

症
状

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
に

従
い
判
断
し
対
応
す
る

心
肺
蘇
生
を
行
う

反
応
が
な
く

呼
吸
が
な
い
反
応
が
な
く

呼
吸
が
な
い

エ
ピ
ペ
ン
®
を
使
用
し

1
0
～
1
5
分
後
に
症
状

の
改
善
が
み
ら
れ
な
い
場

合
、
次
の
エ
ピ
ペ
ン
®
を

使
用
す
る

エ
ピ
ペ
ン
®が
2
本
以
上
あ
る
場
合

(呼
び
か
け
に
対
す
る
反
応
が
あ
る
）

□
軽
度
の
か
ゆ
み

□
数
個
の
じ
ん
ま
疹

□
部
分
的
な
赤
み

□
強
い
か
ゆ
み

□
全
身
に
広
が
る
じ
ん
ま
疹

□
全
身
が
真
っ
赤

原
因

食
物

を
食

べ
た

（
可
能
性
を
含
む
）

原
因

食
物

に
触

れ
た

（
可
能
性
を
含
む
）

何
ら

か
の

ア
レ

ル
ギ

ー
症

状
が

あ
る

（
食
物
の
関
与
が
疑
わ
れ
る
）
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